
 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準の一部を改正する基準 

 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準 

 

 制   定  平成 15年１月１日 

最近改正  令和８年４月１日 

 

 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱の実施に関して、必要な基準を次のように定め

る。 

 

第１ 計画の基本要件 

 [略] 

１．対象区域の条件 

 [（１）～（３） 略] 

（４）道路 

対象区域は、次に掲げる区分による数値以上の幅員を有する道路（当該道路は、その幅員以上の幅員を有する道

路まで通り抜けているもの又は幹線道路網を構成しているものであること。以下「規定道路」という。）に接道

すること。 

また、対象区域が規定道路に接する部分の長さの合計は、対象区域の外周の長さの６分の１以上とするこ

と。ただし、容積割増しの限度において「住宅特化型」を適用する場合については、総合設計許可取扱基準

「第３ 容積率制限の緩和」に掲げる「道路」の規定を準用する。この場合において、「敷地」とあるのを

「対象区域」と読み替えるものとする。 

[表 略] 

 [（５）～（７） 略] 

[２.～６. 略] 

 

[第２～第５ 略] 

 

第６ 維持管理及び管理報告等 

１．維持管理及び管理報告 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準 

 

 制   定  平成 15年１月１日 

最近改正  令和６年４月１日 

 

 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱の実施に関して、必要な基準を次のように定め

る。 

 

第１ [同左] 

[同左] 

１．対象区域の条件 

 [（１）～（３） 同左] 

（４）[同左] 

対象区域は、次に掲げる区分による数値以上の幅員を有する道路（当該道路は、その幅員以上の幅員を有する道

路まで通り抜けているものであること。以下「規定道路」という。）に接道すること。 

また、対象区域が規定道路に接する部分の長さの合計は、対象区域の外周の長さの６分の１以上とするこ

と。ただし、容積割増しの限度において「住宅特化型」を適用する場合については、総合設計許可取扱基準

「第３ 容積率制限の緩和」に掲げる「道路」の規定を準用する。この場合において、「敷地」とあるのを

「対象区域」と読み替えるものとする。 

 

[表 同左] 

 [（５）～（７） 同左] 

[２.～６. 同左] 

 

[第２～第５ 同左] 

 

第６ [同左] 

１．[同左]  



 

  [（１） 略] 

（２）建築物等、有効通路及び公開空地の変更及び転用 

許可後は原則として建築物等、有効通路及び公開空地の変更を行ってはならない。また、有効通路はその目

的を保持するために、他の用途に使用又は変更しないこと。 

特に、公開空地はその目的を保持するために、原則として歩道、植栽、広場、公園等以外の用途に使用又は

変更しないこと。 

ただし、変更後の計画が原則として変更時における本許可取扱要綱実施基準等に適合し、かつ、次に掲げる

いずれかに該当する場合であって、市長が承認する変更についてはこの限りではない。 

   [ア.～オ. 略] 

 [（３）～（５） 略] 

 

２．一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可制度適用の標示 

   本制度の適用を受けた建築物については、次の各規定に従い標示板を設置しなければならない。 

（１）標示板の設置 

[① 略] 

② 住宅標示板、文化施設標示板、医療・福祉施設標示板、駐車場標示板、耐震性貯水槽標示板、にぎわい施設

標示板、子育て支援施設標示板、テレワーク施設標示板 

総合設計許可取扱基準「第６ ２.（１）②住宅標示板、③文化施設標示板、④医療・福祉施設標示板、⑤駐

車場標示板、⑥耐震性貯水槽標示板、⑦にぎわい施設標示板、⑧子育て支援施設標示板、⑨テレワーク施設標

示板」の規定を準用する。この場合において、「大阪市総合設計許可申請の手続き要領」に定める第３号様式、

第４号様式、第５号様式、第６号様式、第６号の２様式、第６号の３様式について「総合設計制度」を「一の

敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可」とする。 

 [（２） 略] 

 

３．責任義務の継承 

建築主又は所有者は、当該建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸等する場合には、その責任において当該第

三者に本項に定める義務等を継承すること。 

 

４．公開空地の占用 

総合設計許可取扱基準「第６ ４．公開空地の占用」の規定を準用する。 

  [（１） 同左] 

（２）[同左] 

許可後は原則として建築物等、有効通路及び公開空地の変更を行ってはならない。また、有効通路はその目

的を保持するために、他の用途に使用又は変更しないこと。 

特に、公開空地はその目的を保持するために、原則として歩道、植栽、広場、公園等以外の用途に使用又は

変更しないこと。 

ただし、変更後の計画が変更時における本許可取扱要綱実施基準等に適合し、かつ、次に掲げるいずれかに

該当する場合であって、市長が承認する変更についてはこの限りではない。 

   [ア.～オ. 同左] 

 [（３）～（５） 同左] 

 

２．[同左]  

   本制度の適用を受けた建築物については、次の各規定に従い標示板を設置しなければならない。 

（１）[同左] 

[① 同左] 

② 住宅標示板、文化施設標示板、医療・福祉施設標示板、駐車場標示板、耐震性貯水槽標示板 

総合設計許可取扱基準「第６ ２.（１）②住宅標示板、③文化施設標示板、④医療・福祉施設標示板、⑤駐

車場標示板、⑥耐震性貯水槽標示板、⑦子育て支援施設標示板、⑧テレワーク施設標示板」の規定を準用する。

この場合において、第３号様式、第４号様式、第５号様式、第６号様式、第６号の２様式、第６号の３様式に

ついて「総合設計制度」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可」とする。 

  

 

[（２） 同左] 

 

３．責任義務の継承 

建築主等は、当該建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸等する場合には、その責任において当該第三者に本

項に定める義務等を継承すること。 

 

４．公開空地の占用 

総合設計許可取扱基準「第６ ５．公開空地の占用」の規定を準用する。 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

この基準は、令和８年４月１日から実施する。 


